
平成27年６月４日提出

長野県都市計画審議会長

27都第90号

平成27年５月21日

長野県都市計画審議会長　様

長　野　県　知　事

議第１号

　このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条第

１項の規定により、次のように審議会に付議します。

諏訪都市計画道路の変更について

諏訪都市計画道路の変更について
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諏訪都市計画道路の変更（長野県決定） 

 

都市計画道路中 ３・３・１号 湖周線ほか６路線を次のように変更する。 

 

種
別 

名 称 位 置 区域 構 造 
備

考区
分 

規
模 

番
号 

路線名 起点 終点 
主な 

経過地
延長

構造

形式

車線 

の数 
幅員 

地表式の区間における

鉄道との交差の構造 

幹 
 
 
 
 
 
 
 

線 
 
 
 
 
 
 
 

街 
 
 
 
 
 
 
 

路 

3 3 1 湖周線 

諏 訪 市 湖

岸 通 り 一

丁目 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

船戸 

諏 訪 市 渋

崎 

約

5,670m
地表式

2 

車線
24m 

幹線街路と平面交差 9 箇

所 
 

3 5 7 
大 手 豊 田

線 

諏 訪 市 諏

訪一丁目 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

小場沢 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

構 

約

4,260m
地表式

2 

車線
12m 

ＪＲ中央本線と平面交差

幹線街路と平面交差 9 箇

所 

 

3 6 11 立石線 
諏 訪 市 元

町 

諏 訪 市 湯

の 脇 二 丁

目 

諏 訪 市 大

字 上 諏 訪

字 山 神 道

下 

約

4,090m
地表式

2 

車線
8m 

幹線街路と立体交差 1 箇

所 平面交差 3箇所 
 

3 4 19 
四 賀 上 諏

訪線 

諏 訪 市 大

字 四 賀 字

南小路通 

諏 訪 市 湖

岸 通 り 一

丁目 

諏 訪 市 清

水一丁目 

約

6,270m
地表式

2 

車線
18m 

ＪＲ中央本線と平面交差

2 箇所 幹線街路と立体

交差 1 箇所平面交差 12

箇所 

 

3 4 21 中央幹線 

諏 訪 市 大

字 四 賀 字

赤沼 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

清雲開 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

構 

約

3,940m
地表式

2 

車線
18m 

幹線街路と平面交差 6 箇

所 
 

3 5 22 神宮寺線 

諏 訪 市 大

字 中 洲 字

中通 

諏 訪 市 大

字 中 洲 字

鳥居下 

諏 訪 市 大

字 中 洲 字

家前 

約

1,420m
地表式

2 

車線
12m 

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 2 箇

所  

 

3 6 27 
岡 谷 茅 野

線 

諏 訪 市 大

字 豊 田 字

船戸 

諏 訪 市 大

字 中 洲 字

長沢 

諏 訪 市 大

字 湖 南 字

仲村沢通 

約

5,900m
地表式

2 

車線
9m 

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 4 箇

所 

 

「区域及び構造」は計画図表示のとおり 

 

 

理  由 

本都市計画区域において、社会情勢等を勘案し都市計画道路網の見直しを行った結果、２路線

の起点の変更を行う。併せて都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10年政令第 331 号）

及び都市計画法施行規則の一部を改正する省令（平成 10年建設省第 37号）に基づき、７路線の車

線数を決定する。 
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新旧対照表

（旧）

種
別

名 称 位 置 区域 構 造
備

考区
分
規
模
番
号
路線名 起点 終点

主な

経過地
延長
構造

形式

車線

の数
幅員
地表式の区間における

鉄道との交差の構造

幹

線

街

路

3 3 1 湖周線

諏訪市湖

岸通り一

丁目

諏訪市大

字豊田字

船戸

諏訪市渋

崎

約

5,790m
地表式 24m

幹線街路と平面交差 10

箇所

3 5 7
大 手豊田

線

諏訪市諏

訪一丁目

諏訪市大

字豊田字

小場沢

諏訪市大

字豊田字

構

約

4,340m
地表式 12m

ＪＲ中央本線と平面交差

幹線街路と平面交差 11

箇所

3 6 11 立石線
諏訪市元

町

諏訪市湯

の脇二丁

目

諏訪市大

字上諏訪

字山神道

下

約

4,090m
地表式 8m

幹線街路と立体交差 1箇

所 平面交差 4箇所

3 4 19
四 賀上諏

訪線

諏訪市大

字四賀字

南小路通

諏訪市湖

岸通り一

丁目

諏訪市清

水一丁目

約

6,270m
地表式 18m

ＪＲ中央本線と平面交差

２箇所 幹線街路と立体

交差１箇所 平面交差 18

箇所

3 4 21 中央幹線

諏訪市大

字四賀字

赤沼

諏訪市大

字豊田字

清雲開

諏訪市大

字豊田字

構

約

3,940m
地表式 18m

幹線街路と平面交差 6箇

所

3 5 22 神宮寺線

諏訪市大

字中洲字

中通

諏訪市大

字中洲字

鳥居下

諏訪市大

字中洲字

家前

約

1,420m
地表式 12m

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 2箇

所

3 6 27
岡 谷茅野

線

諏訪市大

字豊田字

船戸

諏訪市大

字中洲字

長沢

諏訪市大

字湖南字

仲村沢通

約

5,900m
地表式 9m

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 6箇

所

（新）

種
別

名 称 位 置 区域 構 造
備

考区
分
規
模
番
号
路線名 起点 終点

主な

経過地
延長
構造

形式

車線

の数
幅員
地表式の区間における

鉄道との交差の構造

幹

線

街

路

3 3 1 湖周線

諏訪市湖

岸通り一

丁目

諏訪市大

字豊田字

船戸

諏訪市渋

崎

約

5,670m
地表式

2

車線
24m
幹線街路と平面交差 9箇

所

3 5 7
大 手豊田

線

諏訪市諏

訪一丁目

諏訪市大

字豊田字

小場沢

諏訪市大

字豊田字

構

約

4,260m
地表式

2

車線
12m

ＪＲ中央本線と平面交差

幹線街路と平面交差 9箇

所

3 6 11 立石線
諏訪市元

町

諏訪市湯

の脇二丁

目

諏訪市大

字上諏訪

字山神道

下

約

4,090m
地表式

2

車線
8m
幹線街路と立体交差 1箇

所 平面交差 3箇所

3 4 19
四 賀上諏

訪線

諏訪市大

字四賀字

南小路通

諏訪市湖

岸通り一

丁目

諏訪市清

水一丁目

約

6,270m
地表式

2

車線
18m

ＪＲ中央本線と平面交差

2 箇所 幹線街路と立体

交差 1 箇所平面交差 12

箇所

3 4 21 中央幹線

諏訪市大

字四賀字

赤沼

諏訪市大

字豊田字

清雲開

諏訪市大

字豊田字

構

約

3,940m
地表式

2

車線
18m
幹線街路と平面交差 6箇

所

3 5 22 神宮寺線

諏訪市大

字中洲字

中通

諏訪市大

字中洲字

鳥居下

諏訪市大

字中洲字

家前

約

1,420m
地表式

2

車線
12m

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 2箇

所

3 6 27
岡 谷茅野

線

諏訪市大

字豊田字

船戸

諏訪市大

字中洲字

長沢

諏訪市大

字湖南字

仲村沢通

約

5,900m
地表式

2

車線
9m

中央自動車道と立体交差

幹線街路と平面交差 4箇

所

※ 赤字は変更箇所。
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変 更 理 由 書 

 

３・３・１号 湖周線 

   都市計画道路３・３・１号湖周線は、国道 20 号を起点とし、下諏訪町との行政界に沿って諏

訪湖畔に至り諏訪湖を周遊する昭和 35年に都市計画決定された幹線街路である。 

   当初計画決定から約 50年が経過し、下諏訪町との行政界で周遊区間と国道 20号を結ぶ区間 

については、市道 2-1 号線（市道清水沢線（７・６・１号中大和線））及び市道 21014 号線（市

道清水沢 3 号線）が代替機能を有していることから、この区間を削除し、起点を３・４・１９

号四賀上諏訪線（国道 20号）から下諏訪都市計画道路３・３・１１号湖岸通線へ変更したい。 

併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 331 号）及び都市計画法

施行規則の一部を改正する省令（平成 10年建設省第 37号）に基づき、車線数を決定する。 

 

３・５・７号 大手豊田線 

  都市計画道路３・５・７号大手豊田線は、豊田地区から上諏訪駅周辺を結ぶ、昭和 35 年に都

市計画決定された幹線街路である。 

当初計画決定から約 50 年が経過し、起点地区内の市道は生活道路としての機能を有している

ことから、既計画での整備の必要性が低下している。 

   よって、本地区の一部道路計画を削除し、起点の変更を行いたい。 

併せて、都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 331 号）及び都市計画法

施行規則の一部を改正する省令（平成 10年建設省第 37号）に基づき、車線数を決定する。 

 

３・６・１１号立石線 

３・４・１９号四賀上諏訪線 

３・４・２１号中央幹線 

３・５・２２号神宮寺線 

３・６・２７号岡谷茅野線 

都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 331 号）及び都市計画法施行規則

の一部を改正する省令（平成 10年建設省第 37号）に基づき、車線数を決定する。 
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諏訪都市計画道路の変更（概要）

都市計画道路見直し方針 参考図書

（長野県決定）

【起点の変更及び車線数の決定】 ○3･3･1号 湖周線 ○3・5・7号 大手豊田線

【車線数の決定】 ○3･6･11 立石線 ○3･4･19 四賀上諏訪線 ○3･4･21 中央幹線 ○3･5･22 神宮寺線 ○3･6･27 岡谷茅野線

（諏訪市決定）

【全線廃止】 ○3･6･2号 大和先の宮線 ○3･4･8号 中門線 ○3･6･10号 裏町線 ○3･6･13号 山浦線 ○3･4･15号 衣の渡川線

○7･6･1号 中大和線 ○7･6･2号 千本木線 ○7･5･4号 島崎渋崎線

【起点又は終点の変更、車線数の決定】 ○3･5･16号 白狐東線 ○3･4･18号 神戸田辺線 ○3･4･24四谷線 ○3･6･25白狐西線

【車線数の決定】 ○3･5･3号 中浜線 など 13路線

○諏訪都市計画道路 … 39路線、延長 79.41ｋｍ

（改良済み延長 約 17.11ｋｍ、整備率 21.5％）

人口増加、市街地の拡大が見込まれた高度経済成長期

を中心に計画された諏訪都市計画道路は、社会・道路情

勢の変化、地形的制約などにより整備が現実的ではなく

なり、また住民に土地活用上の制約を強いている。

そのため、「都市計画道路見直し指針」（平成 18年長

野県）に基づき、関係計画等と整合を図り、広域的な観

点と地域のまちづくりの観点から個々の必要性を検証

し、現実的、効率的など道路整備を進めるため都市計画

道路網の再検討を行った。

○見直しの手法

①現状把握（交通特性の把握、道路整備上の課題の整理など）

②見直し方針の設定と対象路線（区間）の抽出

③幹線道路網の機能による評価(交通機能、都市構造など）

④整備優先度の設定要因による評価（整備時期、交通要因など）

⑤総合評価要因の設定と整備優先度の検討

⑥都市計画道路の見直し案策定

（既存ストック活用、実現性、必要性などを検証）

○見直しの経緯

平成 24年度 都市計画道路見直し方針策定

その他、市民アンケート、交通量調査

平成 25年度 都市計画道路見直し案の策定

平成 25年 11月 第 43回諏訪市都計審（経過説明）

平成 26年 3月～ 沿線住民を対象に説明会（16 か所）

平成 26年 10月 見直し案を広報掲載

平成 26年 10月 市民を対象とした説明会（2回）

平成 27年 3月 第 44回諏訪市都計審にて原案通り議決

3･3･1号 湖周線

湖周と国道 20 号を接続する

区間として計画（当時は埋立

前）されたが、諏訪湖周の道

路整備がなされたこと、国道

20号との接続は近傍の市道に

より確保され、代替性を有す

ることから区間廃止する。

3･5･7号 大手豊田線

当該区間は、駅周辺の段丘近

くまでの有効な土地活用を企

図していたが、あまりに急峻

で土地活用が進められず、整

備の必要性が消失したため区

間廃止する。
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･3･1 号 湖周線 

道路幅員構成 

下諏訪町 

湖周の交通は 

確保されている。 
国道20号

近傍の市道により、

湖周と国道 20 号の 

交通は確保されて

いる。 

諏訪都市計画 3･3･1 号 湖周線の変更について 
 
○ 起点の変更 変更理由 

都市計画道路３・３・１号湖周線は、国道 20 号を

起点とし、下諏訪町との行政界に沿って諏訪湖畔に至

り諏訪湖を周遊する昭和 35 年に都市計画決定された

幹線街路である。 
当初計画決定から約 50 年が経過し、下諏訪町との

行政界で周遊区間と国道 20 号を結ぶ区間について

は、市道 2-1 号線（市道清水沢線（７・６・１号中大

和線））及び市道 21014 号線（市道清水沢 3 号線）が

代替機能を有していることから、この区間を削除し、

起点を３・４・１９号四賀上諏訪線（国道 20 号）か

ら下諏訪都市計画道路３・３・１１号湖岸通線へ変更

したい。 
 
○ 車線数の決定 

都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年

政令第 331 号）及び都市計画法施行規則の一部を改正

する省令（平成 10 年建設省第 37 号）に基づき、車線

数を決定する。 

国道 20 号 

起点部分 

諏訪湖周から削除

区間を望む。 
写真中央の工場や

手前の諏訪地方事

務所駐車場を通る

ルート。 

凡  例 

 廃止区間 

 車線数決定区間

 起  点 

①

②  

① ②  
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･5･7 号 大手豊田線 

急傾斜 

諏訪都市計画 3･5･7 号 大手豊田線の変更について 
 
○ 起点の変更 変更理由 

都市計画道路 3・5・7 号大手豊田線は、豊田地区

から上諏訪駅周辺を結ぶ、昭和 35 年に都市計画決

定された幹線街路である。 
当初計画決定から約 50 年が経過し、起点地区内

の市道は生活道路としての機能を有していること

から、既計画での整備の必要性が低下している。 
よって、本地区の一部道路計画を削除し、起点の

変更を行いたい。 
 

○ 車線数の決定 
都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成

10 年政令第 331 号）及び都市計画法施行規則の一

部を改正する省令（平成 10 年建設省第 37 号）に

基づき、車線数を決定する。 

上諏訪駅

道路幅員構成 

起点付近 

削除区間

凡  例 

 廃止区間 

 車線数決定区間 

 起  点 

①  

②  
①  ② 
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･6･11 号 立石線

諏訪都市計画 3･6･11号 立石線の変更について

○車線数の決定

都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10年政

令第 331号）及び都市計画法施行規則の一部を改正する

省令（平成 10年建設省第 37号）に基づき、車線数を決

定する。

道路幅員構成

凡 例

車線数決定区間

-10-

N1020019
テキストボックス
資料1-5




諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･4･19 号 四賀上諏訪線

諏訪都市計画

3･4･19号 四賀上諏訪線の変更について

○車線数の決定

都市計画法施行令の一部を改正する政令

（平成 10年政令第 331号）及び都市計画

法施行規則の一部を改正する省令（平成 10

年建設省第 37 号）に基づき、車線数を決

定する。

道路幅員構成

凡 例

車線数決定区間
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･4･21 号 中央幹線

諏訪都市計画

3･4･21号 中央幹線の変更について

○車線数の決定

都市計画法施行令の一部を改正す

る政令（平成 10年政令第 331号）及

び都市計画法施行規則の一部を改正

する省令（平成 10年建設省第 37号）

に基づき、車線数を決定する。

道路幅員構成

凡 例

車線数決定区間
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･5･22 号 神宮寺線

諏訪都市計画 3･5･22号 神宮寺線の変更について

○車線数の決定

都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10年政令第 331号）及

び都市計画法施行規則の一部を改正する省令（平成 10年建設省第 37号）

に基づき、車線数を決定する。

道路幅員構成
凡 例

車線数決定区間
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諏訪都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） 3･6･27 号 岡谷茅野線

諏訪都市計画

3･6･27号 岡谷茅野線

の変更について

○車線数の決定

都市計画法施行令の

一部を改正する政令（平

成 10年政令第 331号）

及び都市計画法施行規

則の一部を改正する省

令（平成 10年建設省第

37 号）に基づき、車線

数を決定する。

道路幅員構成

凡 例

車線数決定区間
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都市計画の策定の経緯の概要

諏訪都市計画道路の変更（長野県決定）

事 項 時 期 備 考

地元説明

都市計画変更案の申出

（都市計画法第 15条の２第１項）

関係機関協議

国土交通省下協議

国土交通省事前協議

国土交通省事前協議回答

公聴会開催の公告

素案の閲覧

公聴会

（都市計画法第 16条第 1項）

市町村への意見聴取

（都市計画法第 18条第 1項）

計画案の公告・縦覧

（都市計画法第 17条第 1項）

市町村への意見聴取回答

長野県都市計画審議会

（都市計画法第 18条第 1項）

国土交通省協議

（都市計画法第 18条第 3項）

国土交通省回答

決定告示

（都市計画法第 20条第 1項）

平成 26 年３月～６月

平成 26 年 10 月 30 日

平成 26 年 11 月 17 日

平成 26 年 11 月 17 日

11 月 19日

11 月 25日

12 月 10日

平成 26 年 12 月 25 日

平成 27 年１月 23 日

平成 27 年２月 10 日

平成 27 年２月 19 日

平成 27 年２月 19 日～

平成 27 年３月 13 日（3週間）

平成 27 年３月 22 日

平成 27 年３月 30 日

平成 27 年４月 22 日～

平成 27 年５月 13 日（2週間）

平成 27 年５月 14 日

平成 27 年６月４日

平成 27 年 6月中旬（予定）

平成 27 年 6月下旬（予定）

平成 27 年 7月上旬（予定）

16 地区

出席者 14 名

河川管理者

公安委員会

JR 東日本

関東地方整備局

長野国道事務所

公述の申し出がなかったため中止

意見書の提出なし
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